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川西市特定事業主行動計画 

 

急速な少子化が進む中、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育まれる環

境を整備するために、平成１５年７月に次世代育成支援対策推進法が制定され、国及び

地方公共団体だけでなく、民間企業等も含めた社会全体で子育て支援についての取組が

進められています。 
本市においては、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画を平成１７

年３月に策定し、職員が安心して子育てと仕事を両立していける環境の整備を行ってま

いりました。 
また、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十

分に発揮されることが一層重要となっていることから、平成２７年９月には、女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律が制定されました。同法では、女性の職業生活

における活躍を推進し、豊かで活力ある社会を実現するために、国及び地方公共団体に

おいては、女性職員の活躍のための計画を策定することが定められました。 
職業生活と家庭生活の両立を図る取組の推進など、両計画はその趣旨や内容に共通す

る部分が多く含まれていることから、本市においては、平成２８年３月に、これらを一

体的に策定したところですが、令和８年３月をもって計画期間が終了となることから、

このたび次期計画を策定しました。 
５年を１期として、平成１７年４月１日から平成２２年３月３１日までを第１期、平

成２２年４月１日から平成２７年３月３１日までを第２期、平成２７年４月１日から令

和２年３月３１日までを第３期、令和２年４月１日から令和８年３月３１日までを第４

期、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までを第５期と位置付け、今後必要が

あれば見直しを行うこととします。 
令和８年３月 

川西市長 
川西市教育委員会 

川西市上下水道事業管理者 
川西市消防長 

川西市議会議長 
川西市選挙管理委員会 

川西市代表監査委員 
川西市農業委員会 
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川西市特定事業主行動計画は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成２７年法律第６４号）第１９条及び次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１

２０号。以下「次世代法」といいます。）第１９条に基づき、川西市長、川西市教育委

員会、川西市議会議長、川西市選挙管理委員会、川西市代表監査委員、川西市消防長、

川西市農業委員会が策定する特定事業主行動計画です。 
 

１．計画期間  
本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度まで（令和８年４月１日～令和１３年

３月３１日）の５年間とします。 
 
２．計画の推進に向けた取組  
 本計画に基づく取組を組織全体で継続的に実施するため、本計画に基づく取組の実施

状況・数値目標の達成状況について、毎年１回点検・評価し、その結果を公表します。 
 
３．数値目標  
 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第１９条第３項及び同法に基づく特

定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内閣

府令」という。）第３条並びに次世代法第１９条第２項及び同法に基づく特定事業主行

動計画の策定等に係る内閣府令（令和６年内閣府令第９５号）第５条に基づき、次のと

おり目標を設定します。 
 
（１）男性職員の休暇・休業取得率 

 
（２）一人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間数 

                              ※管理職を除く。 

 出産補助休暇
５日以上の取得率 ８０％

 育児参加休暇

 
育児休業

取得率１００％ 
２週間以上の取得率 ８０％

 内部部局等 
（本庁）

８５時間

 内部部局等以外 
（本庁以外）

２０時間
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（３）女性職員の登用及び採用 

 
１ 出産・育児に関する制度の周知                        

次世代の育成が今日の社会的な課題と認識され、これまでの間、様々な対策に取り組

んでいる中で、 実際にその対策が実効性を持って行われるためには、次世代育成支援

のための趣旨や制度内容が十分に理解されなければなりません。そのために、子育てを

行う職員はもとより、周囲の人間も含め、情報提供や意識啓発の取組を進めていきま

す。 
⑴ 情報提供の取組 
 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられた休暇、育児休業、超過勤務の制限な

どの各種制度の内容や手続方法などを理解しやすいようにパンフレットを庁内グループ

ウエアに掲示し、職員全員に周知することを今期においても継続します。 
⑵ 研修の実施 
 階層別研修：新規採用職員に対しては、初任者研修において全員にパンフレットを配

布するとともに、人権問題やハラスメントのカリキュラムにおいて、ジェンダー問題に

関す理解を深め、仕事と家庭との両立を図ることや男女がともに活躍できることの大切

さを引き続き意識付けていきます。なお、その他の階層別研修においても、適宜啓発を

進めていきます。 
 男女共同参画職員研修会：固定的な性別役割分担を見直し、男女が共に仕事と家庭を

両立できるよう、職員のジェンダー問題への認識を深めるため引き続き研修を実施して

いきます。 
⑶ 管理職への周知 

管理職が部下の出産・育児を支援するためのスキルと意識を高め、職場全体で育児と

仕事の両立を推進できるように取り組みます。 
⑷ 相談窓口 

各種制度等の問い合わせや相談ごとについては、各任命権者の人事担当課で受け付け

ます。 
 
 
 

 女性管理職の登用率 ３０％

 採用した職員に占める女性職員の割合 ５０％
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２ 出産・育児に関する休暇・休業の取得促進                     
出産や育児、その後の職場復帰の過程では、仕事と家庭の両立に不安を感じます。職

場や同僚への気兼ねから、必要な休暇や休業の取得をためらったり、職場の配慮不足に

よって、過大な負担がかかるようであれば、安心して出産・育児が行える環境は望めま

せん。これらのことに対応していくため、親となる夫婦の出産・育児や育児休業等から

の職場復帰が円滑に行われるよう、職場としてのサポート体制の確立を目指します。 
 
●休暇制度の周知 

子どもが産まれることとなった職員に対し、個別に『仕事と家庭の両立に向けて』

を用いて、活用できる育児や介護の制度を分かりやすく説明します。 
 ●妊娠中・出産における配慮の徹底 

妊娠した職員には、母性保護の観点から各種の休暇制度等が適用されます。特に産

前休暇に入るまでの期間は、業務を行いながら出産を迎える時期であり、職場にお

ける配慮は重要です。 
●育児休業中の職員への支援 

育児休業等を取得する職員が安心して子育てに専念できるよう、業務分担の見直し

を行い、また、育児休業中の代替要員を確保します。育児休業中の職員が、職場復

帰に際して必要とする情報等を把握し、連絡を密にすることにより、職場復帰に対

する不安を解消するようにします。 
●職場復帰後の職員への支援（休暇制度の周知・促進） 

  職場復帰後に行う子どもの世話、保育所等への送迎など、子どもを養育するため、

並びに、子どもを養育する職員の継続的な勤務を可能にするため、休暇制度の周

知・促進に努めます。また、部分休業や育児短時間勤務制度等を利用している期間

においても、キャリア形成の機会損失とならないような運用を図ります。 
 ●職場に対する支援 
  所属職員が産前産後休暇・育児休業・育児短時間勤務を取得した際は、原則として

正規職員を配属します。また、部分休業等についても、関係部署と協議のうえ必要

と判断された場合は、正規職員を配置します。 
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＜子育てに関する休暇＞ 
子の看護休暇 

中学校就学前の子を養育する職員が、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は

子に予防接種や健康診断を受けさせる際の付き添いをする際に取得できます。１年度に

おいて１人であれば年５日、２人以上であれば１０日【1日・時間単位で取得可】 
 
部分休業 
 小学校就学前の子を養育するために、取得することができます。 
・第１号部分休業：１日を通じて２時間を超えない範囲内で３０分単位（２時間まとめ

て取得することも可能） 
・第２号部分休業：１年を通じて１０日を超えない範囲内で１時間単位（１日単位で取

得することも可能） 
 
子育て中の職員にかかる職務専念義務の免除 ☆市独自施策☆ 
 小学校就学年度の４月１日から中学校就学前の子を養育するために正規の勤務時間の

始め又は終わりに、１日を通じて３０分を超えない範囲内で１５分単位（３０分まとめ

て取得することも可能）で職務に専念する義務を免除します。 
 ※小学校３年生までは１日を通じて２時間を超えない範囲内で３０分単位（２時間ま

とめて取得することも可能） 
 
育児短時間勤務 
 小学校就学前の子を養育するために、複数ある勤務形態の中から希望する日及び時間

帯に勤務することができます。 
① ３時間５５分×５日 ③ ４時間５５分×５日  
② ７時間４５分×３日 ④ ７時間４５分×２日+３時間５５分×１日  
  
３ 次世代育成支援対策の実施について                     

(1)男性職員の育児休業等の取得促進について 
 男性の育児は、子育てをしたいという男性の希望を実現するだけでなく、パートナー

である女性に偏りがちな育児や家事の負担を分かち合うことで、女性の活躍推進にもつ

ながります。また、休暇や休業を取得しやすい組織風土を醸成することは、全ての職員

のワーク・ライフ・バランスの実現にもつながります。 
 配偶者が出産するときの出産補助休暇（２日）、出産前６週間・出産の日以後１年を
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経過するまでの間に、出産した子又は小学校就学前の子の育児に参加するための育児参

加休暇（５日間）、育児休業が取得できることを積極的に周知するとともに、休業期間

中の育児休業手当金支給や共済掛金等の免除等の制度について情報提供します。 
 
○令和６年度男性職員の出産補助休暇、育児参加休暇、育児休業取得率 

 前計画の目標値として、全ての男性職員が出産補助休暇と育児参加休暇の合計５日以

上の取得率を６０％にし、男性職員の育児休業取得率を８５％にするとしていました。

出産補助休暇と育児参加休暇の合計５日以上の取得率は、目標を達成しております。今

期においては休暇・休業の取得を啓発する機会を増やして、その重要性を重ねて啓発し

ていきます。 
 
４ 超過勤務の縮減や休暇取得の促進について                   
(1)超過勤務の縮減 
 超過勤務の縮減は、子育て中の職員はもちろん、職員の活力の維持、健康管理上から

全ての職員にとって必要な取り組みです。次のような取り組みを通じて、超過勤務の縮

減に努め、勤務時間管理の徹底を図ります。 
・管理職が勤務時間内で業務を完了するために注意を払い、率先して自ら定時退庁 
に努めます。 
・仕事の年間スケジュール又は業務処理計画を立て、効率的な事務遂行を図ります。 
・例外的に超過勤務が必要な場合は、必要最小限に留めるとともに、超過勤務を命じ 
ることができる上限（月に４５時間・年間３６０時間）を超えることがないよう職場 
全体で取り組みます。 
・勤務間インターバルの遵守 
・妊娠中及び出産後の職員への超過勤務及び深夜勤務の制限 
・育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限 

 
(2)年次有給休暇の取得促進 

年次休暇については、１日又は１時間を単位で取得できることになっているため、

 
対象者 取得人数 取得率

合計５日以上
の取得人数

合計５日以上
の取得率

 出産補助休暇 ４０人 ３７人 ９２．５％
２４人 ６０％

 育児参加休暇 ４０人 ３１人 ７７．５％
 育児休業 ４０人 ２４人 ６０％ ー ー
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様々な事情に応じた年次休暇が取得しやすい環境づくりを推進します。全職員が最低で

も年間5日以上取得できるよう、職員の休暇に対する意識の改革を図るとともに、休暇

を取得しやすい職場の雰囲気づくりに取り組みます。 
 
(3)多様な働き方の推進 

・フレックスタイム制等の柔軟な勤務時間制度の導入について検討します。 
・オンライン会議の運用状況やテレワーク用パソコンの活用状況を把握するととも

に、活用事例の周知・啓発することでテレワークの一層の推進を図ります。 
・働き方改革の観点から時差出勤の推進を図ります。 

 
５ 女性の活躍推進に向けた取組について                            

活力ある川西市の実現には、地域の実情や住民ニーズに対するきめ細かい把握や新し

い発想を生み出すことを通して政策の質とサービスを向上させることが必要です。 
そのため、多様な人材を活かすダイバーシティ・マネジメントの観点から、女性一人

ひとりが、個性と能力を十分に発揮できることを目指し、女性の登用拡大や仕事と家庭

の調和の推進を図るため、以下の取り組みを進めます。 
 
(1)女性職員の登用及び採用 

女性職員の登用及び採用について、積極的に推進し行政施策における女性の参画拡大

に努めます。 
○女性職員の登用及び採用状況について 
 女性管理職登用率（課長級以上） 

  
（参考）役職別女性登用率                  （Ｒ７．４．１） 

 年度 全体 男性 女性 登用率
 Ｒ２．４．１ １３８人 １２０人 １８人 １３．０％
 Ｒ７．４．１ １４８人 １２０人 ２８人 １８．９％

 役職 全体 男性 女性 登用率
 部長級 １６人 １４人 ２人 １２．５％
 副部長級 ３８人 ３４人 ４人 １０．５％
 課長級 ９４人 ７２人 ２２人 ２３．４％
 課長補佐級 ９５人 ６７人 ２８人 ２９．４％
 主査級 ２２７人 １６５人 ６２人 ２７．３％
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 採用に占める女性職員の割合 

 引き続き公平公正な職員採用を実施します。 
 
(2)キャリア形成の支援 

女性職員の活躍推進に向け、研修関係機関等で開催される管理職に必要なマネジメン

ト能力等の付与のための研修等への参加を支援します。 
(3)柔軟な人事管理 

女性が能力を十分発揮し活躍するためには、健康上の特性に留意し、充実した仕事や

チャレンジした経験を積み重ねることが重要です。子育て中の職員であっても、ヒアリ

ングなどをもとに、職員の意欲や能力の把握に努めるとともにその能力を十分に発揮で

きるよう適材適所の人事配置に努め、女性職員の職域の拡大と幅広い職務を経験できる

ように配慮します。 
 
６ その他の取り組み                              
(1)ハラスメント対策の整備状況 
 働きやすくハラスメントを許さない職場風土を醸成するため、様々な取り組みを行っ

ています。 
 職員の意識啓発を図り、ハラスメントに対する認識を深めるため、職員対象の研修を

実施しています。 
 制度の相談窓口として、一部を除く各任命権者いおいて相談員を配置し、プライバシ

ーに配慮しながら適切な対応を行っています。 
 加えて、弁護士による外部相談窓口を設置しハラスメントに対しより適切に対応でき

る体制を構築しています。 
 また、カスタマーハラスメント対策として、川西市カスタマーハラスメント職員基本

方針に基づき、カスタマーハラスメントの予防に努め、市役所の窓口で対応する職員を

支援する体制の構築に努めます。 
(2)来庁者に対して 
 子ども連れの方が気兼ねなく来庁できるよう、親切・丁寧な応対の徹底を図ります。 

 年度 Ｒ２．４．１ Ｒ７．４．１
 採用職員数 ４２人 ４０人
 女性職員数 ２５人 ２３人
 割合 ５９．５％ ５７．５％
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(3)地域活動等への参加 
次のような地域活動等を通じ、子どもの健やかな成長を援助し、地域での子どもの安

全確保を図るため、職員が積極的に参加できるような環境づくりに努めます。 
・子どもの参加する地域でのスポーツ活動や文化活動 
・地域での自主防犯活動や青少年非行防止活動 

(4)会計年度任用職員について 
本市で働く会計年度任用職員についても、法及び本計画の精神にのっとり、それぞれ

の休暇制度等の勤務条件を見直し、仕事と家庭の両立が図れるよう積極的に支援する環

境を整備しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 川西市特定事業主行動計画 

令和８年３月


